
区　分 開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）／（ａ）

引当率
(ｄ)／（ａ－ｃ）

担保・保証等によ
る回収見込額（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

2023年3月 1,065 1,065 687 378 100.00 100.00 
2023年9月 1,056 1,056 662 393 100.00 100.00 

危険債権 2023年3月 4,888 4,675 3,090 1,585 95.64 88.15 
2023年9月 4,921 4,695 3,152 1,543 95.40 87.21 

要管理債権 2023年3月 410 253 249 3 61.68 2.34 
2023年9月 754 459 447 11 60.87 3.86 

三月以上延滞債権 2023年3月 88 64 63 0 72.54 3.24 
2023年9月 73 52 51 1 72.10 5.33 

貸出条件緩和債権 2023年3月 322 189 186 2 58.70 2.18 
2023年9月 680 406 395 10 59.66 3.75 

小計(A) 2023年3月 6,365 5,994 4,027 1,967 94.18 84.15 
2023年9月 6,732 6,210 4,262 1,948 92.26 78.89 

正常債権(B) 2023年3月 315,051 
2023年9月 323,067 

総与信残高
(A)+(B)

2023年3月 321,416 
2023年9月 329,799 

信用金庫法及び金融再生法に基づく債権の状況

自己資本の充実の状況

（単位：百万円、％）

（注）
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、
更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破
綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権
です。

「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていない
が、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元
本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権
です。

「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該
当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計
額です。

「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日
の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及
びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金
です。

「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金
で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び

「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。

「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に
問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて
計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と
認められる額の合計額です。

「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を
除いて計上しております。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正
常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の
社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につい
て保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の
私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出
金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに
債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されてい
る有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用
貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。
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■自己資本比率（単体）

【当金庫の2023年9月期の自己資本比率（単体）】

単体自己資本比率= ×100＝15.08%
自己資本の額（コア資本に係る基礎項目の額51,002百万円－コア資本に係る調整項目の額685百万円）

信用リスク・アセットの額の合計額317,337百万円＋オペレーショナル・リスク相当額の合計額÷8％ 16,174百万円

■自己資本の構成に関する事項 （単位：百万円、％）

項　　目 2023年3月 2023年9月

コア資本に係る基礎項目（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 50,231 50,831

うち、出資金及び資本剰余金の額 1,062 1,064
うち、利益剰余金の額 49,232 49,767
うち、外部流出予定額(△) 63 －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 128 170
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 128 170

コア資本に係る基礎項目の額… (イ) 50,360 51,002
コア資本に係る調整項目（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 243 241

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 243 241
前払年金費用の額 409 444
コア資本に係る調整項目の額… (ロ) 652 685
自己資本
自己資本の額((イ)－(ロ))… (ハ） 49,707 50,316
リスク・アセット等（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 319,832 317,337

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △1,425 △1,425
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △1,425 △1,425
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 16,174 16,174
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額… (ニ) 336,007 333,512
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 14.79 15.08 

・ 上記開示債権について、担保・保証等による回収見込額には、決済確実な割引
　手形等を含めています。
・ 金融再生法上の
  不良債権比率＝
　　　　　  

×100＝2.04％
※不良債権比率は単位未満を四捨五入して表示しています。

　2023年度上期については、資源・仕入価格高騰や急激な円安の影響を受けておられる事業者や個人の皆様への支援に努めるとともに、リスク管理に留意した運用を
行いました。
　今期は、信用リスクアセットが減少する一方、自己資本額も増加したことから、自己資本比率は15.08%（期初比0.29ポイント増）となり、国内基準4％を大幅に上回るこ
とになりました。経営の健全性・安全性を十分に保っていると認識しており、引き続き適切なリスク管理の下、地元皆様への融資と適切な資金運用に取り組み、健全性の
確保と収益性の向上に努めてまいります。

金融再生法上の不良債権　6,732百万円
合計（総与信）329,799百万円

（注）
　自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫
法第89条第１項において準用する銀行法第14
条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫
連合会がその保有する資産等に照らし自己資本
の充実の状況が適当であるかどうかを判断する
ための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に
基づき算出しております。
　なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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■自己資本比率と自己資本額の推移

自己資本額 自己資本比率



損益の状況
　金融緩和の出口と安定的な物価上昇をにらんだ政策が模索される中、市場
金利が上昇傾向にあり、保有債券の含み損が拡大し有価証券利息配当金が減
少しました。さらに、大幅な昇給実施などで経費が増加し信用コストも増加しま
したが、一方で（2008年度以来）減少が続いていた貸出金利息が増加に転じ、
仕組み預金を中心に預け金利息も増加しました。
　業務純益は372百万円（前期比▲428百万円、▲53.50％減）、経常利益は
824百万円（前期比▲133百万円、▲13.89%減）、当期純利益は597百万円

（前期比▲112百万円、▲15.86％減）となりましたが、本業の取組みを示すコ
ア業務純益は1,112百万円(前期比159百万円、16.76%増)と昨年実績を上回
りました。

（注）他金庫幹事の共同設置出張所である、コープ田寺・イオンモール姫路
　　大津・姫路赤十字病院の各ATMはご利用日や時間帯により手数料が
　　必要になる場合があります。

（注）他金融機関カードによるATM振込については、別途手数料が必要に
　　なる場合があります。
　　法人インターネットバンキング、ＦＢ、ＨＢ、ファクシミリ振込サービスの
　　基本料金および為替自動振込の手数料は必要です。

《　　　  》のカードなら《　　　  》のATMでの
お引き出し手数料「無料」

《　　　  》営業店間のATM等での振込手数料「無料」

《　　　　》キャラクター　森山　愛（もりやま あい）

《　　　　》キャラクター　加古　翔（かこ しょう）

■自己資本の充実度に関する事項（単体） （単位：百万円）

1．所要自己資本の額＝リスク・アセット×4%(自己資本比率規制における国内基準)
2．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取
　引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発
　公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の公共部門（当該国内に
　おいてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧
　州中央銀行、欧州共同体のことです。
4．「抵当権付住宅ローン」とは、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第1順位か
　つ担保評価額が十分満たされているものを指します。
5．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞し

（注） 　ている債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、「金融機関及び第一種金融商
　品取引業者向け」、「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイト
　が150%になったエクスポージャーのことです。
6．「上記以外」は、ポートフォリオごとの区分に分類することが困難なもので、主なものは仮
　払金、前払費用、固定資産、繰延税金資産等です。
7．当金庫は「基礎的手法」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

8．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4%

〈オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法〉粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×１５％
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

2023年3月 2023年9月
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．  信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計 319,832 12,793 317,337 12,693
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 290,215 11,608 287,920 11,516

現金 － － － －
ソブリン向け 777 31 768 30
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 72,275 2,891 81,787 3,271
法人等向け 59,935 2,397 67,774 2,710
中小企業等向け及び個人向け 70,273 2,810 51,370 2,054
抵当権付住宅ローン 9,788 391 6,354 254
不動産取得等事業向け 18,120 724 17,595 703
三月以上延滞等 429 17 383 15
取立未済手形 69 2 122 4
信用保証協会等による保証付 4,283 171 4,535 181
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － －
出資等 9,411 376 8,654 346

出資等のエクスポージャー 9,411 376 8,654 346
重要な出資のエクスポージャー － － － －

上記以外 44,850 1,794 48,573 1,942
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 7,140 285 7,140 285
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 3,438 137 3,438 137
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 11,156 446 15,278 611
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー － － － －
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー － － － －
上記以外のエクスポージャー 23,114 924 22,715 908

②証券化エクスポージャー － － － －
証
券
化

STC要件適用分 － － － －
非STC要件適用分 － － － －

再証券化 － － － －
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 31,041 1,241 30,841 1,233

ルック・スルー方式 31,041 1,241 30,841 1,233
マンデート方式 － － － －
蓋然性方式（250%） － － － －
蓋然性方式（400%） － － － －
フォールバック方式（1250%） － － － －

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 － － － －
⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △1,425 △57 △1,425 △57
⑥CVAリスク相当額を8%で除して得た額 － － － －
⑦中央清算機関関連エクスポージャー 0 0 0 0

ロ．  オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 16,174 646 16,174 646
ハ．  単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 336,007 13,440 333,512 13,340

※各表・グラフの記載計数で「－」は、該当計数がないことを表示しています。
※各表・グラフの記載計数で「0」は、該当計数があるものの、単位未満であることを表示しています。
※各表・グラフの記載計数は、単位未満を切り捨てて表示しています。

2022年9月 2023年9月 増減
業務純益 800 372 ▲428
実質業務純益 800 414 ▲385
コア業務純益 952 1,112 159
コア業務純益 ( 投資信託解約損益を除く ) 948 1,112 163
経常利益 958 824 ▲133
当期純利益 710 597 ▲112

（単位：百万円）


	repo_all 7
	repo_all 6

